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令和３年度補正予算の概要（１月 21 日専決処分） 
 

１ 概要 

今回の補正予算は、県の補助金を受け、まん延防止等重点措置の適用に伴う営業時間

短縮の要請に協力した飲食店等に協力金を給付するほか、新型コロナウイルス感染症に

罹患した者と一定の接触があった児童等に対しＰＣＲ検査を実施するため、必要な予算

措置を行った。 

 

２ 一般会計補正予算 

（１）予算規模 

 

補正前の額：52,938,369 千円  補正額：964,084 千円  計：53,902,453 千円 

 

歳 入 の 補 正 歳 出 の 補 正 

国庫支出金 

県支出金 

 

24,068 

940,016 

総務費 

衛生費 

商工費 

 

4,026 

44,110 

915,948 

計 964,084 計 964,084 

 

（２）補正予算の事業 

 

1① 人事管理費（人事課） 4,026 千円  

【事業内容】 

新型コロナウイルス感染症に罹患した者と濃厚接触者に該当しない程度の接触があっ

た職員に対してＰＣＲ検査を実施する。 

【補正の内訳】 

手数料   4,026 千円 

 

1② 新型コロナウイルス感染症対策費（健康づくり課） 44,110 千円  

【事業内容】 

新型コロナウイルス感染症に罹患した者と濃厚接触者に該当しない程度の接触があっ

た児童、生徒等に対してＰＣＲ検査を実施する。 

【補正の内訳】 

手数料   44,110 千円 
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1③ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金給付事業費（商工課） 915,948 千円  

【事業内容】 

県の補助金を受け、１月 21 日から２月 13 日までの間、国のまん延防止等重点措置の

適用に伴う営業時間短縮の要請に協力した飲食店等に対し、新型コロナウイルス感染症

拡大防止協力金を給付する。 

【補正の内訳】 

通信料                     390 千円 

営業時間短縮状況確認委託料          2,000 千円 

補助金等受付業務委託料            3,770 千円 

   新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金   909,788 千円 

 


